
１．開催日時　　令和４年９月２８日(水)１４時００分～１４時４０分

２．開催場所　　尾道市役所　２階　多目的スペース１

３．出席委員　１９人（委員総数１９人 ）

　　　会　長　　１９番　土山　浩二

　　　副会長　　　　　    ２番　金藤　祐治 　　８番　山田　　清

　　　委　員　　　１番　米田　健一 　　３番　村上　智彦  　 ４番　吉原　正紀

　　５番　松森　　智 　　６番  安井　常人 　　７番　上峠　数博　
　　９番　髙本　博文 　１０番　村上　　正 　１１番　中司　睦枝

　１２番　大西　寛幸 　１３番　岡本　幸平 　１４番　原　　弘子

　１５番　片山　　博 　１６番　髙橋　泰登 　１７番　八津川　和司　　　

　１８番　楢原　生夫

　　欠席委員　　０人

４．農地利用最適化推進委員の出席　１８人(推進委員総数１８人）

江良 宗登　　中司 邦弘　 　笠井 博志　　檀上　健　　行廣 文德　　杉谷 智章

松浦 徳和　　村上 佐代子　 藤岡 正宏　　江田 敏道　 佐々木 崇　　植原 宗哉

５．議事日程

　　　第１　議事録署名委員の指名

　　　第２　議案（審議事項）

議案第４２号　農地法第３条の規定による許可申請について

議案第４３号　農地法第５条の規定による許可申請について

議案第４４号　非農地証明申請について

議案第４５号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による

　　　　　　　農用地利用集積計画の決定について（農地中間管理機構分）

審議事項（２）農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第3項の規定による

　　　　　　　農用地利用配分計画（案）に対する意見について

　　　第３　議案（報告事項）

報告第４０号　農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出に対する受理について

報告第４１号　農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出に対する受理について

　　　第４　その他

　その他

６．農業委員会事務局職員    

　　　事務局長　　市川 昌志　　

　　　事務局職員　髙橋 知佐子　中島 幸恵　土本　充　小田 充彦　豊田　詞也

７．農林水産課職員

　　　職員　　　　主田　孝弘　　泉　唯

尾 道 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

報告第３８号　農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する受理について

小川 隆三　　上 清五郎　　 宮迫 徹也　　林原　啓　　奥本 浩己　　宮地 眞良

報告第３９号　農地法第３条の規定による許可申請の取下げについて

報告第４２号　農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて

報告第４３号　認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置について

報告第４４号　電気事業者の行う送電用電気工作物等の設置について
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８．会議の概要

会　長 　あいさつ（省略）

議　長

議　長

事務局

　　（議案第４２号、申請番号９３番から１０３番までを議案書をもとに説明）

　申請番号９６番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は因島重井町の１筆、現況地目は畑、面積は１，３５７㎡です。
　譲渡理由は農業経営の規模縮小、譲受理由は農業経営の規模拡大のためです。
　譲受人の経営面積は２，７０１㎡で、下限面積の２，０００㎡を充たします。
　この申請については、９月６日、村上智彦委員、村上佐代子推進委員と事務局職員で現地
調査を行いました。

　申請番号９４番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は御調町市の１筆、現況地目は田、面積は９４５㎡です。
　譲渡理由は農業経営の規模縮小、譲受理由は農業経営の規模拡大のためです。
　譲受人の経営面積は１，５４６㎡ですが、今回の譲受面積を合計すると２，４９１㎡とな
り、下限面積の２，０００㎡を充たします。
　この申請については、９月６日、八津川委員、宮迫推進委員と事務局職員で現地調査を行
いました。

　申請番号９５番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は向島町立花の１筆、現況地目は畑、面積は１００㎡です。
　譲渡理由は農業経営の規模縮小、譲受理由は自宅から近く利便性を高めるためです。
　譲受人の経営面積は１，１０１㎡で、下限面積の１，０００㎡を充たします。
　この申請については、９月５日、吉原委員、原委員、奥本推進委員と事務局職員で現地調
査を行いました。

　申請番号９３番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は御調町大原の４筆、現況地目は田、面積は合計で６，２８７㎡です。
　譲渡理由は農業廃止、譲受理由は農業経営の規模拡大のためです。
　譲受人の経営面積は４，５８０㎡で、下限面積の２，０００㎡を充たします。

　それでは、議事に入れせていただきます。本日の出席者の報告をさせていただきます。
　委員総数は１９名で、本日の出席委員は１９名、欠席委員は０名です。定足数に達してお
りますので、本日の総会は成立しております。

　議事録署名は１８番・楢原生夫委員、１番・米田健一委員にお願いします。

　農地利用最適化推推進委員は、１８名中、出席委員は１８名です。

　議案４２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。

　事務局より説明を求めます。

　議案書の方をご覧ください。

　それでは、これから申請に基づく議題に入ります。

　それでは、議案第４２号、農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。

　なお、譲受人は新規就農者ではありませんが、今回、田→畑への変更、また、畑作が初め
てということで、営農計画書を提出してもらいました。そこには、柿・桃・イチジクなどの
果樹を作付けし、ＪＡに出荷する計画となっております。
　この申請については、９月６日、土山委員、上推進委員と事務局職員で現地調査を行いま
した。
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議　長

１１番委員

１番委員

推進委員

議　長

１１番委員

議　長

　　（補足説明、質問、意見なし）

　申請番号９３番から１０３番までにつきましては、農地法第３条第２項各号には該当しな
いため、許可要件の全てを満たすと考えます。

　申請番号９８番から１０２番までは、いずれも、期限の定めの無い使用貸借権の設定で、
貸渡理由は農業経営の規模縮小、借受理由は新規就農者としてです。
　借受人の経営面積は、新規就農者のためありませんが、今回の借受面積の合計が１６，５
０７㎡となり、下限面積の３，０００㎡を充たします。

　なお、新規就農者のため営農計画書が添付されており、柑橘類をＪＡに出荷する計画と
なっています。
　この申請については、米田委員、江田推進委員と事務局職員で現地調査を行いました。

　申請番１０３番、権利の種類は売買による所有権移転です。
　申請地は瀬戸田町垂水の２筆、現況地目は畑、面積は合計で１，１９０㎡です。
　譲渡理由は農業廃止、譲受理由は自宅から近く利便性を高めるためです。
　譲受人の経営面積は２，３９５㎡ですが、今回の譲受面積を合計すると３，５８５㎡とな
り、下限面積の３，０００㎡を充たします。
　この申請については、９月７日、岡本委員、植原推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号９７番、権利の種類は贈与による所有権移転です。
　申請地は因島重井町の２筆、現況地目は畑、面積は合計で１，３８１㎡です。
　譲渡理由は農業経営の規模縮小、譲受理由は自宅から近く利便性を高めるためです。
　譲受人の経営面積は１１，２０７㎡で、下限面積の２，０００㎡を充たします。
　この申請については、村上智彦委員、村上佐代子推進委員と事務局職員で、現地写真での
確認を行いました。

　申請番号９８番から１０２番までは、関連案件のため、一括して説明します。

　申請番９８番　申請地は瀬戸田町宮原の１６筆、現況地目は畑、面積は合計で４，４４０
㎡です。
　申請番９９番　申請地は瀬戸田町宮原の８筆、現況地目は畑、面積は合計で７，５４１㎡
です。
　申請番１００番　申請地は瀬戸田町宮原の２筆、現況地目は畑、面積は合計で９４８㎡で
す。
　申請番１０１番　申請地は瀬戸田町宮原の１筆、現況地目は畑、面積は２，７３８㎡で
す。
　申請番１０２番　申請地は瀬戸田町御寺の１筆、現況地目は畑、面積は合計で８４０㎡で
す。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、補足説明および質
疑のある方は挙手をしてください。

　申請番号９８番から１０２番について、新規就農者ということですが、新規就農で１６，
５０７㎡の管理ができるのですか。

　この新規就農者は、合同会社〇〇〇〇で２年位柑橘栽培の経験があり、６反位の農地を一
人で管理していた。若いからやっていけると思う。

　この方は尾道から瀬戸田へ来て働いていたが、それではだめだということで瀬戸田に住み
始めた。地域の同志会にも入った。地域の人もその人の意気込みを応援している。所有者も
この人なら農地を任せることができると言っている。

　よろしいですか。

　分かりました。

　他にございますか。
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議　長

事務局

　申請番号１４５番～１４８番は関連案件のため一括して説明いたします。
　申請内容は、すべて売買による所有権の移転です。

　所在は美ノ郷町三成の全１７筆、地目は田、農振農用地区域外、合計７，３３７㎡の転用
計画です。
　申請地は市街化調整区域にあり、農地区分はその他２種と考えられます。
　転用目的は分譲住宅用地で、住宅２８区画、駐車場各２区画、団地内道路・公園、合併浄
化槽が計画されています。

　譲受人は福山市に本店を置く不動産業を営む法人であり、申請地を取得し、造成後、建築
条件付きの分譲住宅用地として販売する予定で、都市計画法に基づく開発許可見込みです。

　本件は、建築条件付きの分譲住宅用地への転用案件ですが、この建築条件付きにつきまし
ては、従来、土地の造成のみを目的とする転用は認められておりませんでしたが、平成３１
年３月の改正より、住宅については、転用事業者と土地購入者が一定期間内（おおむね３か
月）に契約を締結することなどの条件を付することにより、分譲住宅用地として転用が認め
られるようになったものです。

　なお、本件は本年４月の総会において審議いただき、関係他法令の許可待ちでありました
が、申請人より、申請人を個人事業主から合同会社への変更を行いたいとのことで取下願が
提出されたのちに、再申請されたものです。

　この申請については、９月２日、上峠委員、笠井推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。
　なお、本件は３，０００㎡を超える転用案件として、広島県農業会議に意見聴取すること
となります。

　申請番号１４４番、申請内容は、地上権の設定です。
　なお、この地上権につきましては、賃借権と同じく、農地を貸し借りする権利のひとつで
すが、賃借権との違いとして、地上権は物に対する権利であること、賃借権は人に対する権
利であること、また、地上権には地主に登記の義務があることなどの違い挙げられます。

　次に、議案第４３号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といたしま
す。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第４３号、農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明いたしま
す。

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定をすることに決しました。

　申請番号９３番から１０３番は、原案のとおり許可決定することに、賛成の農業委員の方
の挙手をお願いします。

　所在は、久山田の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、１９５㎡の転用計画です。
　申請地は市街化調整区域にあり、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地であ
り、農地区分は第２種農地と考えられます。

　転用目的は、太陽光発電設備で、太陽光パネル６４枚、発電量９．９ｋｗが計画されてい
ます。
　譲受人は、福山市に本店を置く太陽光発電事業を営む法人であり、申請地を取得して、太
陽光発電設備を設置したいというものです。
　この申請については、９月２日、安井委員、江良推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　なお、１４４番の太陽光事案につきましてはＦＩＴ制度の対象事業であり、経産省の再生
可能エネルギー発電事業計画の認定を受けており、現在事業者の変更中です。

　　（挙手多数）

　　（議案第４３号、申請番号１４４番から１５７番までを議案書をもとに説明）
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　なお、本件は経産省による固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）の対象外の事業であり、転用
業者が小売電気業者に売電し、小売電気事業者が企業や個人に卸すというものです。
　この申請については、９月２日、大西委員、杉谷推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　この申請については、９月５日、髙橋委員、檀上推進委員と事務局職員で現地調査行いま
した。

　申請番号１５０番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は西藤町の１筆、地目は田、農振農用地区域外、１３０９㎡の転用計画です。
　申請地は市街化調整区域にあり、農地区分はその他２種と考えられます。
　転用目的は太陽光発電設備で、太陽光パネル１７０枚、発電量４９．５ｋｗが計画されて
います。
　譲受人は、大阪市に本店を置く再生可能エネルギー発電事業などを営む法人で、申請地を
取得して、太陽光発電設備を設置したいというものです。

　申請番号１４９番、申請内容は、売買による所有権移転です。
　所在は浦崎町の１筆の、地目は田、農用地区域外、１１６５㎡の転用計画です。
　申請地は都市計画区域外にあり、農地区分は第２種農地と考えられます。
　転用目的は、倉庫・駐車場用地で、倉庫１棟、建築面積５４０㎡、大型車用駐車場６台が
計画されています。
　譲受人は、大阪市に本店を置く不動産業を営む法人であり、申請地を取得し、倉庫及び駐
車場としたいというものです。

　申請地は非線引き都市計画区域にあり、農地区分はその他２種と考えられます。
　転用目的は太陽光発電設備で、設備①がパネル１３８枚、設備②が１７０枚、ともに発電
量４９．５ｋｗが計画されています。
　譲受人は、大阪市に本店を置く再生可能エネルギー発電事業などを営む法人で、申請地を
取得して、太陽光発電設備を設置したいというもので、経産省による固定価格買取制度（Ｆ
ＩＴ制度）の対象外の事業です。

　１５２番・１５３番の申請については、９月６日、八津川委員、宮迫推進委員と事務局職
員で、申請代理人立会いのもと、現地調査を行いました。

　申請番号１５４番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は向島町の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、６３８㎡の転用計画です。
　申請地は市街化調整区域にあり、農地区分はその他２種と考えられます。
　転用目的は宅地拡張で、家庭菜園及び駐車場が計画されています。
　譲受人は、申請地と隣接する宅地及び建物を同時に取得して、家庭菜園や駐車場として宅
地と一体利用したいというものです。

　なお、申請地は一部が既に駐車場としての利用状況にあるため、申請に際しては顛末書が
添付されております。
　この申請については、９月５日、中司委員、林原推進委員と事務局職員で現地調査を行い
ました。

　申請番号１５２番及び１５３番につきましては、転用目的及び事業者が同一のため、一括
して説明いたします。
　申請内容は、ともに売買による所有権の移転です。
　所在は、御調町大町の全２筆、地目は田、農振農用地区域外、８５９㎡と１，４９５㎡の
２か所の転用計画です。

　申請番号１５１番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は御調町今田の１筆、地目は田、農振農用地区域外、９１２㎡の転用計画です。
　申請地は非線引き都市計画区域にあり、農地区分はその他２種と考えられます。
　転用目的は太陽光発電設備で、太陽光パネル１４４枚、発電量４９．５ｋｗが計画されて
います。

　譲受人は、東京都に本店を置く再生可能エネルギー発電事業などを営む法人で、申請地を
取得して、太陽光発電設備を設置したいというもので、経産省による固定価格買取制度（Ｆ
ＩＴ制度）の対象外の事業です。
　この申請については、９月６日、土山委員、上推進委員と事務局職員で、設置業者立会い
のもと、現地調査を行いました。
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議　長

　なお、関係他法令が審査中の案件につきましては、他法令が許可になりしだい、許可決定
することといたします。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定することに決しました。

　なお、両件ともに第１種農地に係る転用案件として、広島県農業会議に意見聴取すること
となります。

　申請番号１５６番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は瀬戸田町林の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、２１８㎡の転用計画です。
　申請地は非線引き都市計画区域にあり、土地改良事業（農業構造改善事業）を施行した農
地であり、農地区分は、第１種と考えられます。

　転用目的は一般住宅用地で、住宅１棟、建築面積６７．２８㎡、駐車場２区画、合併浄化
槽が計画されています。
　譲受人は、この度申請地を取得して、住宅を新築したいというものです。

　申請番号１５７番、申請内容は、売買による所有権の移転です。
　所在は瀬戸田町林の１筆、地目は畑、農振農用地区域外、２４７㎡の転用計画です。
　申請地は非線引き都市計画区域にあり、土地改良事業（農業構造改善事業）を施行した農
地であり、農地区分は、第１種と考えられます。

　申請番号１５５番、申請内容は、賃貸借による権利の設定です。
　所在は因島重井町の１筆、地目は畑、農振地域外、１，３６９㎡の転用計画です。
　申請地は非線引き都市計画区域の用途地域内にあり、農地区分は第３種農地と考えられま
す。
　転用目的は、資材置場用地で、事業用の資材置場が計画されています。

　借受人は、この度、金属業を起業するにあたり、資材置場を必要とすることから、申請地
を借り受けて、事業用の資材置場、仮設事務所、駐車場として使用したいというものです。
　この申請については、９月６日、村上智彦委員、村上佐代子推進委員と事務局職員で現地
調査を行いました。

　転用目的は、一般住宅用地で、住宅１棟、建築面積８１．１５㎡、駐車場２区画、合併浄
化槽が計画されています。
　譲受人は、この度申請地を取得して、住宅を新築したいというものです。

　以上、全ての申請のうち、太陽光案件につきましては、申請地に隣接する農地の所有者及
び住宅の住人に対し、申請代理人が事前に事業説明を行っており、事業に対する同意書が提
出されております。
　なお、一部には、農地所有者及び住人との接触が困難で未提出のものもありますが、申請
代理人に対しては、引き続き同意書の徴取に努めるよう指導しております。

　申請番号１５１番から１５７番は原案のとおり、許可決定することに、賛成の農業委員の
方の挙手をお願いします。

　　（挙手多数）

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、補足説明および質
疑のある方は挙手をしてください。

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　１５６番１５７番の両案件は、ともに第１種農地でございますが、農地法施行規則第３３
条第４号「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上必要な
施設で集落に接続して設置されるもの」として、第１種農地の不許可の例外に該当するもの
です。
　この申請については、９月７日、髙本委員、佐々木推進委員と事務局職員で、現地調査を
行いました。
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議　長

事務局

議　長

　申請番号６７番、因島重井町の９筆、現況地目は山林、面積は合わせて６，５３１㎡で
す。
　利用状況は、平成１０年頃から耕作をしておらず、現在は山林化している状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、非線引き都市計画区域　用途地域外です。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　この申請については、９月５日、髙橋委員、檀上推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、山林に判定されました。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　　（挙手多数）

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　この申請については、９月６日、村上正委員、宮地推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、山林に判定されました。

　事務局より説明を求めます。

　この申請については、９月６日、村上智彦委員、村上佐代子推進委員と事務局職員で現地
調査を行い、山林に判定されました。

　申請番号６６番、因島田熊町の３筆、現況地目は山林、面積は合わせて６８９㎡です。
　利用状況は、平成２４年以降耕作を放棄し、現在は雑木が繁茂し、山林化している状況で
す。
　農振農用地区域外、第２種農地、非線引き都市計画区域、用途地域外です。

　それでは、議案第４４号、非農地証明申請について、ご説明いたします。

　　（議案第４４号、申請番号１２９番から１４３番までを議案書をもとに説明）

　次に、議案第４４号「非農地証明申請について」を議題といたします。

　申請番号６５番、百島町の２筆、現況地目は山林、面積は合わせて３３６㎡です。
　利用状況は、昭和５８年から耕作をしておらず、現在は山林化している状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、都市計画区域外です。

　この申請については、９月２日、安井委員、江良推進委員と事務局職員で現地調査を行
い、原野に判定されました。

　申請番号６４番、久山田町の２筆、現況地目は原野、面積は合わせて８５２㎡です。
利用状況は、平成４年に相続して以降耕作をしておらず、現在は雑草等が繁茂し、原野化し
ている状況です。
　農振農用地区域外、第２種農地、市街化調整区域です。

　これより質疑に入ります。農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、補足説明および質
疑のある方は挙手をしてください。

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定することに決しました。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　申請番号６４番から６７番は原案のとおり、許可決定することに、賛成の農業委員の方の
挙手をお願いします。

　また申請番号１４５番から１４８番及び１５６番、１５７番の案件につきましては、農業
委員会ネットワーク機構への意見聴取し、許可妥当の答申後に許可決定することといたしま
す。
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議　長

事務局

議　長

議　長

農林水産
課職員

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　事務局より説明を求めます。

　それでは、議案第４５号、農業経営基盤強化促進法１８条第１項の規定による農用地利用
集積計画のについて（農地中間管理機構分）、ご説明いたします。

　次に、議案第４５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集
積計画の決定について（農地中間管理機構分）」を議題といたします。

　申請番号１７３番、土地の所在は向島町岩子島字浜之浦、地目は現況登記ともに畑、面積
は９７５㎡のうち７００㎡です。

　以上、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。

　　（補足説明、質問、意見なし）

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　申請番号１７３番は原案のとおり、許可決定することに、賛成の農業委員の方の挙手をお
願いします。

　　（挙手多数）

　今回は１件１筆の農用地利用配分計画（案）についてです。本日の総会におきまして、土
地所有者から農地中間管理機構への農用地利用集積計画が審議されたものです。

　ただいま、事務局より説明が終わりました。

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定することに決しました。

　以上で議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。

　権利の種類は賃貸借権の設定、賃借料は１筆当たり５０，０００円、利用目的は野菜、契
約期間は令和４年１０月４日から令和１４年１２月３１日です。

　この農地については、農地中間管理機構から借り受けする耕作希望者はすでにおり、これ
については、審議事項２で審議させていただきます。

　これより質疑に入ります。農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、補足説明および質
疑のある方は挙手をしてください。

　本日の農業委員会でのご審議を経まして、その後、農用地利用配分計画の認可を広島県が
判断することになります。

　それでは、市からの意見聴取案件である審議事項（２）「農地中間管理事業の推進に関す
る法律第１９条第３項の規定による農地利用配分計画（案）に対する意見についてご説明い
たします。

　この説明のために農林水産課の職員が出席されていますので、農林水産課より説明を求め
ます。

　次に、市からの意見聴取案件である審議事項（２）「農地中間管理事業の推進に関する法
律第１９条第３項の規定による農地利用配分計画（案）に対する意見について」を議題とい
たします。

　　（議案書をもとに説明）

　番号１番、向島町岩子島字浜之浦の１筆、９７５㎡のうち７００㎡についてです。農地中
間管理機構から転貸後は認定新規就農者の野菜の生産用地として使用されます。権利の種類
は賃貸借権で、存続期間は令和１４年１２月３１日までです。

　　（議案第４５号、申請番号１７３番を議案書をもとに説明）
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議　長

議　長

議　長

各委員

議　長

事務局

議　長

事務局

議　長

副会長

　挙手多数ですので、本件は、原案のとおり許可決定することに決しました。

　農林水産課の方、ご苦労様でした。

　次に、報告事項に入ります。

　ただいま、農林水産課より説明が終わりました。

　これより質疑に入ります。農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、補足説明および質
疑のある方は挙手をしてください。

　本日はご苦労様でした。

　それではこれをもちまして、尾道市農業委員会総会を閉会いたします。

　閉会にあたり副会長があいさつをいたします。

　長時間にわたり、慎重な審議ありがとうございました。

　報告第３８号から第４４号までを一括して審査を行います。

　　（質疑応答）

  ただいまの事務局の説明について、農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、質疑のあ
る方は挙手をしてください。

　まず最初に、各調査区での活動状況を報告していただきます。

　報告事案等があれば挙手のうえ報告してください。

　　（活動状況報告：省略）

　　（質問、意見なし）

　次に、事務局より、その他・連絡事項についての説明を求めます。

　　（その他・連絡事項について説明）

　以上で、本日の議案の審議ならび報告事項はすべて終了いたしました。

　質疑がないようなので、報告事項を終わります。

　農業委員、農地利用最適化推進委員の方で、質疑のある方は挙手をしてください。

　次に、その他に入ります。

　　［農林水産課、退席］

　　（挙手多数）

　農用地利用配分計画（案）については、異議ない旨の意見決定することに、賛成の農業委
員の方の挙手をお願いします。

　質疑がないようですので、農業委員による採決に入ります。

　　（質問、意見なし）
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